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第 1 請求の受付                      

 

 １ 請求人 

 

渋谷区幡ヶ谷                 堀切 稔仁  ほか１人 

 

 

 ２ 請求書の提出 

 

   平成２５年１１月２６日 

 

 ３ 請求の内容 

   

   （注１）住民監査請求書は、請求人の電話番号及びＦＡＸ番号を除き、原文のまま

記載した。 

   （注２）事実証明書は、省略した。 

 

 

渋谷区職員措置請求書（住民監査請求書） 

 

                                               平成２５年１１月２６日 

 

渋谷区監査委員 殿 

 

 

〒１５１－００７２ 東京都渋谷区幡ヶ谷 
                        （送達場所） 
             電 話  
             ＦＡＸ  
             請求人代表      堀切 稔仁    ㊞ 
    
    
             請求人    ほか１人 
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請求の趣旨 

 
 渋谷区監査委員は、渋谷区長桑原敏武に対して、Ａ   （前株式会社渋谷サー

ビス公社代表取締役）に対する責任追及の訴え（会社法８４７条１項、株主代表訴

訟）を提起させ８１５万７１８７円を株式会社渋谷サービス公社に返還させるため

の必要な措置を講ぜよ。 
 

請求の原因 

 
第１ 当事者等 
 １ 請求人らは、いずれも渋谷区民である。 
 ２ 桑原敏武は、現在の渋谷区長である。 
 ３ Ａ   は、後述の平成２０年５月２９日から、平成２４年３月３１日まで、

株式会社渋谷サービス公社（以下、「渋谷サービス公社」という。）の代表取締

役の地位にあった者である。 
 
第２ 本件監査請求に至る経緯 
 １ 株式会社渋谷サービス公社（以下、「渋谷サービス公社」という。）は、渋谷

区から、行政財産使用許可を取得して、東京都渋谷区宇田川町５番２号所在の

渋谷区神南分庁舎２階を使用していた（なお、本請求に係る行政財産使用許可

番号は、平成２０年３月１９日付清掃リサイクル許可第２号、平成２１年３月

１９日付清掃リサイクル許可第２号、平成２２年３月１７日付環境保全許可第

２号）。 
 ２ 渋谷サービス公社が、渋谷区神南分庁舎２階を使用するにあたっての、許可

条件の中に、転貸禁止（「使用者は、使用財産を他の者に転貸してはならない。」）

の条件が盛り込まれていた。 
 ３ しかるに、渋谷サービス公社は、転貸禁止の条件に違反し、平成２０年５月

２９日以降、特定非営利活動法人シブヤ大学（以下、「シブヤ大学」という。）

に対し、渋谷区神南分庁舎２階を事務所として、シブヤ大学に使用させた。そ

のため、渋谷サービス公社は、転貸禁止条件に違反したことにより、渋谷区に

対し、平成２２年１２月８日、シブヤ大学使用部分に係る平成１８年４月１日

から平成２２年３月１７日付環境保全許可第２号の使用期間終了時である平

成２３年３月３１日までの行政財産使用料相当額（合計８４７万４１０８円）

並びにこれに対する平成２２年１２月８日までの間の年５分の割合による遅

延損害金相当額（合計１２０万５８８７円）合計９６７万９９９５円の支払を

行った。なお、後に、渋谷サービス公社は、渋谷区より、当該室の明渡完了日
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（平成２３年１月末日）から平成２３年３月３１日までの２ヵ月分の行政財産

使用料相当額（２７万６３３６円）の還付を受けた。また、シブヤ大学は、本

件に関し、渋谷サービス公社に対し、平成２４年１月２５日、「行政財産使用

料第１回請求分」として、８３万８９１３円を支払った。 
 ４ 監査請求人らは、平成２３年１２月に渋谷区長が、Ａ   に対して、責任

追及の訴えを提起して渋谷区が被った損害を回復させないのは違法であると

住民訴訟を提起した。しかしながら、平成２４年８月３０日、東京地裁は、訴

えの適法性は認めたものの、「渋谷サービス公社は、シブヤ大学から分割払い

により本件損害賠償金に相当する金額の第１回分を回収している上、その後回

収努力をしなくなったという事情もみとめられない」ことを重視して、監査請

求人らの請求を棄却した（甲１号証）。監査請求人は、東京高裁に控訴したも

のの、控訴審も第１審を支持し、監査請求人の控訴を棄却した。 
 ５ 判決後、シブヤ大学は、渋谷サービス公社に対し、１度しか弁済を行ってい

ないことが判明した。そのため、東京地裁判決のいうところの「その後回収努

力をしなくなったという事情」が見受けられた。監査請求人らは、Ａ   に

よって渋谷区が被った損害（渋谷区が保有する株式の財産価値の毀損）の回復

を求めて、再度監査請求に及んだ次第である。 
 
第３ 株主代表訴訟を提起すべきこと 
 １ 渋谷サービス公社が、転貸禁止の条件に反し、シブヤ大学に渋谷区神南分庁

舎２階を貸し付けたことにより、渋谷サービス公社は、８１５万７１８７円（９

６７万９９９５円－２７万６３３６円－８３万８９１３円－４０万７５５９

円）の損害を被った。 
   転貸禁止の条件は、行政財産使用許可書に明記されている以上、それに違反

して、転貸を行うことは、取締役の善管注意義務違反（会社法３３０条・民法

６４４条）、忠実義務違反（会社法３５５条）となる。 
 ２ 渋谷区は、渋谷サービス公社の株主であり、前渋谷サービス公社代表取締役

Ａ   の善管注意義務違反、忠実義務違反によって、渋谷区の有する渋谷サ

ービス公社の株式価値が、８１５万７１８７円分毀損された。 
 ３ 渋谷区長は、渋谷区の財産管理について、善管注意義務を負っており（地方

自治法１３８条の２「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体

の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に

基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管

理し及び執行する義務を負う。」）、渋谷区の被った損害（９４０万３６５９円）

を回復するために、Ａ   に対し、責任追及の訴え（会社法８４７条１項、

株主代表訴訟）を提起し、渋谷サービス公社に８１５万７１８７円を返還させ

なければならない。 
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第４ 結語 
   以上の次第であるから、請求の趣旨記載のとおりの監査を求める。 
 

事実証明書 
 

１ 甲１号証 判決文 
 その他、監査請求人らが以前になした平成２３年１０月３１日付住民監査請求

書、平成２４年３月２７日付住民監査請求書添付の事実証明書も援用する。 
 
２ 甲２号証 シブヤ大学から渋谷サービス公社へ返還状況の書類 

 

 

 

４ 請求の要件審査 

 

本件監査請求については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２４２条所定の要件を具備しているものと認めた。 

 

 

第２ 監査の実施 

 

１ 監査対象事項 

 

本件監査請求に係る監査対象事項は、監査請求書に記載されている事項を勘案し、

次のとおりとする。 

 

(１) 株式会社渋谷サービス公社（以下「渋谷サービス公社」という。）の特定非営

利活動法人シブヤ大学（以下「シブヤ大学」という。）に対する未収金回収努力

の懈怠はあるか。 

 

(２) 渋谷サービス公社に対し、提訴請求ないし前渋谷サービス公社代表取締役Ａ 

（以下「前代表取締役」という。）に対する責任追及等の訴え（会社法８４ 

７条１項、株主代表訴訟）を提起させ、８１５万７１８７円を渋谷サービス公社

に返還させる義務が渋谷区長に生じているか。 

 

２ 監査対象部 

 

総務部 
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３ 請求人らの証拠の提出及び陳述 

 

請求人らに対し、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２５年１２月１６日に

証拠の提出及び陳述の機会を与えた。請求人らから、新たな証拠の提出はなく、陳述

の必要はない旨の意思表示があり、陳述を実施しなかった。 

 

４ 監査対象部の見解 

 

監査対象部である総務部の本件監査請求に関する見解の要旨は、次のとおりであ

る。 

 

（１） 渋谷サービス公社からシブヤ大学への請求等について 

渋谷サービス公社は、シブヤ大学から平成２４年１月２５日に８３８，９１

３円、平成２４年９月２８日に４０７，５５９円（合計１，２４６，４７２円）

の弁済のほか、渋谷サービス公社は、平成２５年４月１０日付けでシブヤ大学

に対し支払を求め、シブヤ大学から平成２６年１月１４日に３００，０００円

の支払（合計１，５４６，４７２円）があった。 

 

（２） 渋谷サービス公社における今後のシブヤ大学に対する請求について 

シブヤ大学は利益を目的とする団体ではないため、特定非営利活動法人とし

ての経営状況を踏まえて弾力的に対応する旨渋谷サービス公社から説明を受

けている。 

 

（３）本件監査請求で請求人らが主張していることについて、事実と相違する点等

に関する監査対象部の主張について 

   渋谷サービス公社は、シブヤ大学から二度に渡り弁済を受け、さらに平成２

５年４月１０日付けの文書でシブヤ大学に対し、支払の請求をしている。また、

渋谷サービス公社には、平成２２年の渋谷区への使用料相当額支払後も、渋谷

区の出資金（６０００万円）の３倍以上の純資産があり、かつ次のとおり純資

産を減じていないことから、株式の価値は毀損していないといえる。 

 

 渋谷サービス公社 純資産の推移 

  （平成２１年度） 

   平成２２年３月３１日現在  ２０２，６８７，８１５円 

  （平成２２年度） 

   平成２３年３月３１日現在  ２０６，６６６，６６２円 

  （平成２３年度） 

   平成２４年３月３１日現在  ２１５，２７１，０３２円 
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  （平成２４年度） 

   平成２５年３月３１日現在  ２１５，９０９，５３１円 

 

 以上より、請求人らの主張には理由がないため、請求の棄却を求める。 

 

５ 事実の確認 

  関係書類の調査により、次の事実を確認した。 

 

（１）本件に関する住民請求及び住民訴訟 

  ア 第１次住民監査請求 

    平成２３年３月１７日  請求人ら住民監査請求 

    平成２３年５月１６日  結果「棄却」 

  イ 第２次住民監査請求 

平成２３年１０月３１日 請求人ら住民監査請求 

平成２３年１１月３０日 結果「却下」 

  ウ 第３次住民監査請求 

平成２４年３月２７日  請求人ら住民監査請求 

平成２４年４月２７日  結果「却下」 

  エ 住民訴訟（３号請求）事件 

平成２３年１２月５日  請求人ら東京地方裁判所に提訴 

平成２４年８月３０日  判決「棄却」 

  オ 住民訴訟（３号請求）控訴事件 

平成２４年９月１０日  請求人ら東京高等裁判所に控訴 

平成２４年１２月２５日 判決「棄却」 

 

（２）シブヤ大学から渋谷サービス公社への支払状況 

 

支払年月日 支 払 額 

平成２４年１月２５日 ８３８，９１３円

平成２４年９月２８日 ４０７，５５９円

平成２６年１月１４日 ３００，０００円

 

 

（３）渋谷サービス公社は、渋谷区との「社会教育館管理運営業務ほか委託」の委

託契約のうち、講座企画運営業務について、次のとおり継続してシブヤ大学に

委託している。 
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 年 度 契 約 件 名 契約金額 

平成２３年度 シブヤ大学講座企画運営業務委託 ７，０００，０００円

平成２４年度 シブヤ大学講座企画運営業務委託 ８，０００，０００円

平成２５年度 講座企画運営業務委託 ８，０００，０００円

 

（４）シブヤ大学の平成２３年度及び平成２４年度の会計収支計算書 

                       （単位：円） 

  科 目 平成２３年度 平成２４年度

収入の部 26,642,913 31,146,659

    会費・入会金 718,056 990,686

    事業収入 24,956,445 29,489,199

    寄附金収入 413,493 596,671

    その他収入 554,919 70,103

支出の部 33,326,760 32,690,119

    事業費 23,872,601 25,327,992

    管理費 9,454,159 7,362,127

当期収支差額 －6,683,847 －1,543,460

前期繰越収支差額 699,089 －5,984,758

次期繰越収支差額 －5,984,758 －7,528,218

 

（５）渋谷サービス公社の純資産の推移 

 

会 計 年 度 純資産額 

平成２１年度（平成 22 年 3 月 31 日現在） ２０２，６８７，８１５円

平成２２年度（平成 23 年 3 月 31 日現在） ２０６，６６６，６６２円

平成２３年度（平成 24 年 3 月 31 日現在） ２１５，２７１，０３２円

平成２４年度（平成 25 年 3 月 31 日現在） ２１５，９０９，５３１円

 

 

第３ 監査の結果 

 

１ 判断 

 

 本件監査請求については、合議により、次のとおり決定した。 

 「監査対象事項」（１）及び（２）について、理由がないものと認め、いずれも棄

却する。 
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２ 判断理由 

    
（１）「監査対象事項（１）」について 
  請求人らの主張する、渋谷サービス公社がシブヤ大学に対し「その後回収努力をし

なくなったという事情」を考える上で、東京地方裁判所判決（以下「地裁判決」とい

う。）では、「原告らは、未収金について未回収の部分があるから、損害が生じている

と主張しているが、本件公社は、現にシブヤ大学から分割払いにより本件損害賠償金

に相当する金額の第１回分を回収している上、その後回収努力をしなくなったという

事情も認められないから、未収金について未回収の部分があることから直ちに損害が

生じているということはできないし、シブヤ大学は活動を継続しており、本件に提出

された全ての証拠を見ても、シブヤ大学が未収金の残額を支払うことができない状況

にあると認めるに足りるものは存しない」とし、「そうすると、Ａ の違法行為の存否

はさておき、本件公社が本件損害賠償金を支払ったことにより、客観的に見て本件公

社に本件株式の価値の減損につながる損害（本件株式の価値の減損を含む。以下同じ。）

が生じたことを認定するに足りる証拠資料を被告において入手できなかったものとい

わざるを得ない」と判断がなされ、原告らの請求は棄却されている。 
さらに、請求人らは、東京高等裁判所に控訴したものの、控訴審も原審判断を支持

し、控訴を棄却している。 
  請求人らは、この地裁判決を踏まえた上で、（地裁）判決後、シブヤ大学は、渋谷サ

ービス公社に対し、一度しか弁済を行っていないことが判明した（可否決定通知書、

平成２５年７月１０日通知、甲２号証）ため「その後回収努力をしなくなったという

事情」が見受けられたと主張している。 
  確かに、シブヤ大学の渋谷サービス公社への建物使用料相当額の弁済は、地裁判決

後においても平成２４年９月２８日の４０７，５５９円の弁済が重ねて行われている

が、その後も渋谷サービス公社は、シブヤ大学に対し平成２５年４月１０日付け文書

でシブヤ大学に対して支払を求めていた。そうしたところ、シブヤ大学からは、平成

２６年１月１４日に３００，０００円の支払があった。 
平成２６年１月１４日の３００，０００円を含めると、未収金が発生してから３年足

らずで９，４０３，６５９円の約１６％に相当する１，５４６，４７２円をシブヤ大学

は継続して弁済していることとなり、加えてシブヤ大学の講座企画運営業務が渋谷サー

ビス公社と現在も継続していることを考慮すると、今後も未収金の回収ができないとま

ではいえない。 
以上のことから、渋谷サービス公社のシブヤ大学に対する未収金回収努力の懈怠が直

ちにあるとは認められない。 
 
（２）「監査対象事項（２）」について 
請求人らの主張する「責任追及等の訴え」を考える上で、地裁判決では、「地方公共

団体の長において、地方公共団体が有する株式の発行株式会社の役員等の違法行為に
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基づき当該株式の価値の減損につながるような当該株式会社の損害が発生したことを

認識した場合に、事情に応じて、株主として、役員等に対し責任追及等の訴えを提起

するよう株式会社に請求（以下「提訴請求」という。）をしたり、提訴請求の日から６

０日以内に株式会社が役員等に対し責任追及等の訴えを提起しないとき（会社法８４

７条１項、３項）は、責任追及等の訴えを提起して、当該株式会社の損害を回復させ、

当該株式の価値を維持保全しなければならない場合があることは否定することができ

ない。しかし、提訴請求や責任追及等の訴えについては、当該役員等の違法行為や当

該株式会社の損害の存否自体が必ずしも明らかではない場合が多いことからすると、

地方公共団体の長において、提訴請求や責任追及等の訴えの提起をしないことが違法

な怠る事実に当たるというためには、少なくとも、客観的に見て当該役員等の違法行

為、当該株式会社の損害、提訴請求や責任追及等の訴えの要件の存在を認定するに足

りる証拠資料を地方公共団体の長が入手し、又は入手し得たことを要するものという

べきである」との法律的判断が示されている。 
また、渋谷サービス公社の経営状況については、出資法人の経営状況に対する長の

総合調査権（法第２２１条第３項）及び出資法人の経営状況説明書類（事業計画及び

計画書類）の議会審査（法第２４３条の３第２項）等により、毎年渋谷区は報告を受

け、渋谷区による監督がなされている。そして、渋谷サービス公社の出資金は６００

０万円であるが、平成２２年の区への使用料相当額支払後も出資金の３倍以上の純資

産があり、その額を減じていない状況にある。 
シブヤ大学の経営活動の状況は、平成２３年度及び平成２４年度の収支決算書の当

期収支差額を見ると、経営状況の改善は図られており、また、渋谷区と渋谷サービス

公社とで取り交わしている「社会教育館管理運営業務ほか委託」業務のうち、講座企

画運営業務について渋谷サービス公社からシブヤ大学は継続して受託しており、事業

活動は続いている。これらのことから、シブヤ大学が残額を支払うことができない状

況にあると認めるに足りるものは存しない。さらに、渋谷サービス公社は、シブヤ大

学への請求を弾力的に対応することとしている。 
以上のことから、上記（１）で述べたように、渋谷サービス公社のシブヤ大学に対

する未収金回収努力の懈怠が明確に見受けられない上、現時点で本件株式の価値の毀

損につながる損害が生じたことを認定するに足りる証拠資料を渋谷区において入手で

きたとはいえないと判断される。 
よって、渋谷サービス公社に対し、提訴請求ないし前代表取締役に対し責任追及等

の訴えを提起させ、８１５万７１８７円を渋谷サービス公社に返還させる義務が区長

に生じているものとは認められない。 
 
以上、請求人らの主張及び監査対象部の見解を斟酌しつつ、監査委員の判断を示し

たものである。 
 

本書は、請求人に通知した監査結果に、個人情報の保護等の観点から、一部省略等を行ったものである。 
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